
報告第６号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、令和元年度小松島市一般会計補正予算（第６号）を別紙のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和２年６月２２日報告

小松島市長 中 山 俊 雄
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令和元年度小松島市一般会計補正予算（第６号）

令和元年度小松島市一般会計補正予算（第６号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，

「第１表 歳入歳出予算補正」による。
（繰越明許費の補正）

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費の補正
は，「第２表 繰越明許費補正」による。
（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は，「第３表 地方債補正」による。

令和２年３月３１日 専決第７号

小松島市長 濱 田 保 徳
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１　変 更 （単位：千円）

変 更 前 の 額 変 更 後 の 額

⑧ 土 木 費 ３ 道 路 橋 梁 費
道 路 橋 梁 整 備 交 付 金 事 業
（ 防 災 ・ 安 全 整 備 計 画 ）

15,000 20,000 

⑧ 土 木 費 ３ 道 路 橋 梁 費
道 路 橋 梁 新 設 改 良 交 付 金 事 業
（ 総 合 整 備 計 画 ）

111,000 114,492 

⑧ 土 木 費 ７ 都 市 計 画 費 こ ま つ し ま ま ち づ く り 事 業 726 4,207 

第 ２ 表 繰 越 明 許 費 補 正

款 項 事 業 名
金　　　　　　額
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１　変　更 （単位：千円）

防 衛 施 設 周 辺 整 備 事 業 債

義 務 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債

77,800 28,400 106,200

154,800 10,400 165,200

第 ３ 表 　地　方　債　補　正

起　　 債　　 の　　 目　　 的
限　　　　　　　　度　　　　　　　　額

補 正 前 の 額 補　  正 　 額 補 正 後 の 額
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